
 

【現状】 

ひとり親とは、20歳未満の子どもを育てている配偶者のいない親のことを指し、全国

で約 140万人いるとされています。 

 

こうしたひとり親は、たった一人で育児と仕事を両立しなければなりません。 

 

しかし、その二つを両立させることは非常に難しいのです。 

 

大阪市が行った、ひとり親世帯への調査によると、「仕事と子育ての両立が困難だっ

た」と回答した割合は 5割にのぼります。 

 

この両立を図る中で、ひとり親が最も重視しているのが育児です。 

民間団体が、母子世帯に対して行ったアンケート調査によれば、約７割の母子世帯

が育児を第一に考えていると回答しました。 

 

しかし、ひとり親にとって育児を行うことは非常に難しいのです。 

 

厚生労働省の調査では、「仕事で疲れ切ってしまい、家事や育児等ができなかった」

と回答したひとり親の割合は 約８割に上ります。 

 

実際、あるひとり親は 

「日々、我が子に食事を与えて、身の回りの世話をし、教育することは、とても骨が折

れる。そのうえ子育てと並行して、家族のために仕事に行くことは、気がめいるくらい

手ごわい課題ですよ。」と話しています。 

 

このように、ひとり親の育児負担は非常に大きく、 

また、こうした負担を一人で背負いながら生活するので、「誰にも頼れない精神的なつ

らさ」も大きくなります。 

 

国立成育医療研究センターの調査によると、心の不調を持つシングルマザーの割合

は 2人親の約 3倍となっています。 

 

また、それは最悪の場合、自殺につながる場合もあるのです。 

 



「自殺を考えたことがある」割合は、ひとり親で約２割に上り、これはふたり親と比べ 2

倍以上の数値となっているのです。 

実際、福岡県田川市では、あるひとり親が、子育ての負担に耐えかねて、子供３人と

共に無理心中する事件が発生しています。 

 

そして、そのような状況にあるひとり親の多くは、「相談相手」を欲しています。 

 

政府によると、「相談相手がいない」と答えたひとり親のうち「相談相手が欲しい」と答

えているひとりそ親の割合は、全体の約６割にも上っています。 

 

主に相談したい内容は、 

本人の健康の不安に関するものが半数を占め、家事、育児負担など、多岐にわたり

ます。 

 

こうした相談への需要に対し、政府は 「母子・父子自立支援員」を全国の都道府県

に配置し、相談窓口での対応をしています。 

 

この母子・父子自立支援員とは、ひとり親世帯の生活面や経済面での自立を図るた

めに相談を行う専門員であり、 

彼らは貸付けなどの経済的支援策、子育て・就業・精神面などの悩みに応じた情報

提供、そして相談、指導等を行います。 

 

相談を受けたあるシングルマザーによると、支援員がゆっくりと悩みを聴きながら一

つ一つ課題を洗い出してくれたおかげで、最終的には家庭に関する焦りや苛立ちが

少なくなり、他の支援団体へアクセスも可能になったと話しています。 

 

実際にひとり親へのアンケートによると、利用してよかったと思った制度として母子父

子自立支援員制度の評価が最も高く、多くのひとり親世帯が「相談支援を受けた後、

生活が改善された」と話しています。 

 

このように、自立支援員はひとり親世帯から高い評価を得ているのです。 

 

しかし、こうした相談支援は使われていない現状にあります。 

 



厚生労働省の調査によると、ひとり親の相談相手として母子父子自立支援員を含む

公的機関が利用される割合はわずか 3％となっており、十分に活用されているとはい

えません。 

 

 

以上をまとめると、ひとり親は二人親と比較し負担が重く、精神的な問題を抱えやす

いという現状があります。 

 

これに対し政府も、ひとり親の負担を減らすために母子・父子自立支援員を設置し支

援していますが利用に結びついていないのです。 

 

【問題点】  

子供のことが一番大事。自分の事は後回し。 

 

わが子の世話を行いながら、朝から晩まで働き、 

 

心と体をすり減らす毎日。 

 

（間）１，２，３ 

 

彼らひとり親は、頼れるパートナーもおらず、たった 1人で必死に努力し、その結果、

今にも押しつぶされそうになっているのです。 

そして、押しつぶされてしまった先には、彼らの大切にしている子供の生活までもつい

えてしまいます。 

 

私は、そんな状況を、決して見過ごすことはできません！！！！ 

 

（間）１，２，３ 

 

【理念】ゆっくり 

私の理想は、ひとり親たちがひとりで抱え込まずに子育てができる社会の実現です。 

そのためには、彼らが求めている適切な支援に繋げる必要があります。 

そうすることで、仕事と育児、その両方を担う負担が改善され、 

一人でも、安心して、子供と向き合い、過ごすことができるようになるのです。 

 



（間）１，２，３ 

 

【原因】 

それではなぜ、母子父子自立支援員による相談支援は利用されていないのでしょう

か。 

 

それは、支援自体を知っているひとり親が少ないためです。 

 

実際に、平成 28年度の厚生労働省の調査によると、 

 

支援を知らなかった割合はひとり親全体の 5割にも上っています。 

 

また、その存在を知っていたとしても、必ずしも支援に結びつくとは限りません。 

詳細を調べるなど時間の余裕がないことで、支援にまで結びつかない割合が 5割も

います。 

 

つまり、支援自体を知らなかったり、聞いたことはあっても実際の利用にまで結びつ

かないことで、ひとり親が相談を通じて適切な支援を受ける機会が失われているので

す。 

 

【プラン】 

そこで私は一点のプランを提案します。 

 

それはひとり親に対し支援員側から電話をかけ、相談業務を行うことです。 

ひとり親からの相談に応じて指導を行っている今までとは異なり、相談員側からひとり

親に対し直接働きかけることとします。 

 

具体的にご説明します。 

まず、役所の世帯情報を利用し、対象となるひとり親世帯を絞り込みます。 

そして、その情報をもとに、相談員側からひとり親世帯に電話相談を行い、ひとり親の

状況把握や、相談内容に応じた適切な支援を案内します。 

 

これにより、今まで制度を知らなかった人だけでなく、知っていても制度の利用に結び

つかなかった人に、必要な支援を提供することができます。 

 



また、ひとり親の状況を適時把握することで、自殺など最悪の事態を防ぐことができる

のです！！ 

 

【締め】 

たった 1人。 

家庭におけるたった１人の差によって、ひとり親は、今、苦境に立たされています。 

この「1人の差」を社会が少しでも埋めることで、ひとり親が苦しみから解放され、今よ

りも安らかに子育てができる。 

そんな社会の実現を願って、本弁論を終了させて頂きます。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 


